
北本市国土強靭化地域計画 改定の概要 

 

●計画改定の経緯 

平成 25年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国

土強靱化基本法」が公布・施行され、平成 26年６月には国土強靱化に関する国の計画等の

指針となる「国土強靱化基本計画」が策定（令和 5年 7月改定）されました。 

埼玉県では、このような国の動きに合わせ、平成 29年 3月に「埼玉県地域強靱化計画」

を策定（令和 4年 3月改定）しました。 

本市においても、大規模な自然災害等から、市民の生命と財産を守り、迅速に回復する

「強さ」と「しなやかさ」を持った災害に強いまちづくりを推進するため、令和４年３月に

「北本市国土強靱化地域計画」を策定しました。 

このたび、第六次北本市総合振興計画との整合性を図るため、また、「国土強靭化地域計

画策定・改定ガイドライン（第２版）」における「起きてはならない最悪の事態（リスクシ

ナリオ）」の見直しを参考とし、「北本市国土強靱化地域計画」の改定を行うものです。 

 

●計画書の構成及び改正のポイント 

１ 計画の位置付け 

  本計画は、「国土強靭化基本計画」、「埼玉県地域強靭化計画」との調和を図りつつ、市

政の基本的な指針である「北本市総合振興計画」とも整合を図り、本市の国土強靭化に関

する施策を総合的かつ計画定的に推進するための指針として位置付けるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 期間 

  本計画が対象とする期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とし、北本市総

合振興計画の策定に合わせて見直しを行います。ただし、計画期間中であっても、施策の

進捗や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直すことといたします。 

 

３ 想定される災害 

 (１) 地震災害の想定 

 (２) 風水害の想定 

 (３) 土砂災害の想定 

 

！変更なし  



４ 計画の目標 

 (１) 基本目標 

本計画では、国・県計画との調和を図り、以下の４項目を基本目標とする。 

ア 人命の保護が最大限図られること 

イ 市及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

ウ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

エ 迅速な復旧復興 

 (２) 事前に備える目標 

５ リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）の設定 

  事前に備えるべき目標を達成するため、国の国土強靭化基本計画及び埼玉県地

域強靭化計画で設定された項目を参考にし、「国土強靭化地域計画策定・改定ガイドラ

イン（第２版）」を参考にして、「起きてはならない最悪の事態＝リスクシナリオ」を設定し

ました。 

  

 

 

 

！変更なし  

１ あらゆる自然災害に対し、直接死を

最大限防ぐ 

２ 救助・救急、医療活動が迅速に行わ

れるとともに、被災者等の健康・避難

生活環境を確実に確保することによ

り、関連死を最大限防ぐ 

３ 必要不可欠な行政機能は確保する 

４ 経済活動を機能不全に陥らせない 

５ 情報通信サービス・電力等ライフラ

イン、燃料供給関連施設、交通ネット

ワーク等の被害を最小限に留めるとと

もに、早期に復旧させる 

６ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱

な姿で復興できる条件を整備する 

 

１ 直接死を最大限防ぐ 

２ 救助・救急、医療活動が迅速に行わ

れるとともに、被災者等の健康・避難

生活環境を確実に確保する 

３ 必要不可欠な行政機能は確保する 

４ 必要不可欠な情報通信機能・情報サ

ービスは確保する 

５ 経済活動を機能不全に陥らせない 

６ ライフライン、燃料供給関連施設、

交通ネットワーク等の被害を最小限に

留めるとともに、早期に復旧させる 

７ 制御不能な複合災害・二次災害を発

生させない 

８ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱

な姿で復興できる条件を整備する 

 

変 

更 

！３０項目 のリスクシナリオ を２３ 項目に集約 

！事前に備えるべき 目標を８ 項目から６ 項目に集約 



【本市におけるリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！３０項目 のリスクシナリオ を２３ 項目に集約 

５ -２に 統合 

１ -２に 統合 
５ -５に 統合 
４ -２に 統合 

１－３に 統合 


